
　
　
成
20
年
４
月
か
ら
、
現
行
の
老

　
　
人
保
健
制
度
に
か
わ
り
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
被
保
険

者
は
、
75
歳
以
上
の
方
で
す
（
65
歳

以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
と
認
定
さ
れ
た
方
も
対
象
と
な

り
ま
す
。
）。

　
制
度
の
運
営
は
北
海
道
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
が
行
い
、
保
険
料

の
徴
収
や
各
種
申
請
、
届
出
な
ど
の

窓
口
業
務
は
各
市
町
村
が
行
い
ま
す
。
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平

３
円
、
所
得
割
率
が
９
・
６
３
％
で

す
。

　
こ
れ
は
、
11
月
22
日
開
会
の
広
域

連
合
議
会
で
制
定
さ
れ
た
保
険
料
条

例
で
決
ま
っ
た
も
の
で
す
。

後期高齢者医療制度がはじまります後期高齢者医療制度がはじまります後期高齢者医療制度がはじまります

平成20･21年度の保険料率をお知らせします

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は

来
年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

　
個
人
の
保
険
料
は
、
均
等
割
額
と

所
得
割
率
か
ら
な
る
「
保
険
料
率
」

で
計
算
さ
れ
ま
す
【
表
１
】。
基
本

的
に
は
、
道
内
で
均
一
で
す
が
、
一

人
当
た
り
の
平
均
老
人
医
療
給
付
費

が
著
し
く
低
い
市
町
村
の
保
険
料
率

は
、
制
度
施
行
時
か
ら
６
年
間
、
暫

定
的
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
当
町
に
お
住
ま
い
の
方
の
保
険
料

率
は
、
平
成
20
・
21
年
度
に
お
い
て
、

年
間
、
均
等
割
額
が
４
万
３
、
１
４

保
険
料
率
は
？

保
険
料
の
軽
減
と

減
免
は
？

　
医
療
給
付
等
に
必
要
な
財
源
は
、

患
者
が
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
を
除
く
と
、
被
保
険
者

の
保
険
料
（
１
割
）
と
、
国
や
道
、

市
町
村
か
ら
の
公
費
（
約
５
割
）
、現

役
世
代
か
ら
の
支
援
金
（
約
４
割
）

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
ご
と
に
算

定
さ
れ
、
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く

負
担
す
る「
被
保
険
者
均
等
割
額（
以

下
「
均
等
割
額
」
）」
と
、
所
得
に
応

じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
に
区

分
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
仕
組
み
は
？

①　被保険者一人ひとりが、負担能力に応じて公

　平に保険料を支払うことになります。

②　被保険者証が一人に１枚ずつ交付され、医療

　機関で診療を受けるときは、この被保険者証の

　みを提示することになります。

③　医療機関の窓口での自己負担割合は、現行の

　老人保健制度と同じく１割（現役並み所得者は

　３割）です。

④　医療保険と介護保険のサ

　ービスを両方利用して自己

　負担が著しく重くなる方々

　の負担を軽減します。

後期高齢者医療制度の主なポイント

　
所
得
が
低
い
世
帯
の
被
保
険
者
は
、

世
帯
全
体
の
総
所
得
金
額
等
の
状
況

に
応
じ
て
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ

ま
す
【
表
２
】。

　
ま
た
、
加
入
す
る
前
日
ま
で
、
被

用
者
保
険
の
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
た
方
は
、
こ
れ
ま

で
保
険
料
の
負
担
が

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

激
変
緩
和
の
た
め
、

２
年
間
、
所
得
割
が

か
か
ら
ず
、
均
等
割

額
が
５
割
軽
減
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
方
は
、
平
成
20

年
度
は
特
例
と
し
て

保
険
料
を
９
月
ま
で

徴
収
せ
ず
、
そ
の
後

の
半
年
は
均
等
割
額

の
１
割
、
２
、
１
０

０
円
の
負
担
と
な
り

ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
災
害

な
ど
で
重
大
な
損
害


